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家
庭
ご
み
で
は
出
せ
ま
せ
ん

ご
み
と
資
源
の
分
別
に
ご
協
力
を

①　後期高齢者医療制度のご案内

①　後期高齢者医療
　　被保険者証を更新

②　国民健康保険
　　高齢受給者証を更新

保険年金課からのお知らせ 問 ①高齢者医療係 ☎（235）4595　②国保係 ☎（235）4594
障
が
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福
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手
当
申
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を
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付
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は
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社
会
を
明
る
く
す
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運
動
強
調
月
間
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テ
レ
ビ・エ
ア
コ
ン・冷
蔵
庫・洗
濯

機・衣
類
乾
燥
機
は
、家
電
リ
サ
イ
ク
ル

法
に
基
づ
き
、次
の
①
～
③
の
い
ず
れ

か
の
方
法
に
よ
り
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

①
買
い
替
え
る
場
合

　

新
し
い
製
品
を
購
入
す
る
小
売
店

に
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
と
収
集
運
搬
料

金
を
支
払
い
、
引
き
取
り
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

②
廃
棄
す
る
だ
け
の
場
合

　
製
品
を
購
入
し
た
小
売
店
に
、
リ
サ

イ
ク
ル
料
金
と
収
集
運
搬
料
金
を
支
払

い
、引
き
取
り
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

③
自
分
で
指
定
引
き
取
り
場
所
へ
持
ち

込
む
場
合

　
事
前
に
郵
便
局
で
リ
サ
イ
ク
ル
料
金

を
支
払
い
、リ
サ
イ
ク
ル
券
を
購
入
後
、

指
定
引
き
取
り
場
所
（
不
明
な
場
合
は

問
い
合
わ
せ
を
）
へ
持
ち
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

　
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
ご
み
は
、
適
正

に
分
別
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
市
で

収
集
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特

に
資
源
や
燃
や
せ
な
い
ご
み
は
、
種
類

ご
と
に
分
別
を
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、市
で
収
集
で
き
る
ご
み
に
は
、

長
さ
、重
量
な
ど
に
よ
り
粗
大
ご
み（
有

料
）
に
あ
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
市
か
ら
配
布
し
て
い
る
「
資

源
と
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

廃
品
回
収
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル

　
廃
品
（
不
用
品
）
回
収
を
行
っ
て
い

る
業
者
に
関
す
る
、「
無
料
回
収
と
言
っ

て
い
た
の
に
、
高
額
な
料
金
を
請
求
さ

れ
た
」
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
、
各
地
で

発
生
し
て
い
ま
す
。

　
市
の
許
可
を
受
け
て
い
る
業
者
が
、

こ
の
よ
う
な
巡
回
・
宣
伝
を
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
易
な
廃
品
回
収
業

者
へ
の
処
分
依
頼
は
、
ト
ラ
ブ
ル
や
不

法
投
棄
の
原
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
７
月
29
日
㈮
ま
で
受
け
付
け

　
障
が
い
者
福
祉
手
当
は
、
毎
年
申
請

し
な
い
と
、
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い

て
も
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
要
件　
７
月
１
日
現
在
、
市
内
に
居

住
で
、
次
の
①
～
③
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
障
が
い
者
本
人
お
よ
び
住
民
票
上

本
人
と
同
一
世
帯
の
す
べ
て
の
方
が
市

民
税
非
課
税
で
あ
る
方
。

①
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
～
３
級
を

お
持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
児

童
相
談
所
な
ど
の
判
定
で
知
能
指
数
75

以
下
と
判
定
さ
れ
た
方

③
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
の
１

級
・
２
級
を
お
持
ち
の
方

　
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り

を
支
え
る
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を

求
め
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
目
指
す
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
」。
法
務
省
主
唱
の
も
と
、
毎
年
７

月
に
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
海
老
名

保
護
区
保
護
司
会
な
ど
が
参
加
し
た
街

頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
市
内
へ
の
ポ
ス

タ
ー
掲
示
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
24
日
㈰
に
は
、
市
民
ま
つ
り

会
場
で
保
護
司
会
・
更
生
保
護
女
性
会

合
同
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
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７月中旬に保険料納入通知書を送付

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、
一定の障がいがあると認定された65歳以上
の方が加入する制度です。
　保険料は、被保険者１人１人の保険料を
計算します。なお、保険料額は、神奈川県
後期高齢者医療広域連合が年度ごとに決定
するため、県内いずれの市区町村でも同じ
計算方法となり、市区町村による違いはあ
りません。
●保険料の納付方法
　年額18万円以上の公的年金を受給してい
る方は、原則として年金から天引き（特別
徴収）となり、それ以外の方は、納付書や
口座振替（普通徴収）で納めます。

●特別徴収から普通徴収に変更できます
　保険料を年金から天引き（特別徴収）し
ている方は、原則どなたでも、納付方法を
口座振替に変更することができます。変更
を希望する方は、保険年金課で手続きをし
てください。
●社会保険料控除
　保険料は、確定申告の際に社会保険料控
除の対象になります。特別徴収で納付して
いる方は、本人分のみ社会保険料控除が適
用されます。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。

　後期高齢者医療制度の加入者が、医療機
関の窓口で支払う医療費の一部負担割合
は、１割または３割となっています。
　負担割合が変更になった方には、７月下
旬に新しい負担割合の被保険者証を送付し
ますので、８月以降は新しい被保険者証を
医療機関に提示してください。古い被保険
者証は、同封の返信用封筒で必ず返送して
ください。
　※新しい被保険者証が送付されない方
は、負担割合が変更されませんので、現在
お使いの被保険者証をそのまま使用してく
ださい。

　国民健康保険に加入している70歳以上の
方に、医療機関で支払う医療費の一部負担
割合が記載されている高齢受給者証を交付
しています。
　一部負担割合は、前年中の所得状況によ
り１割または３割となり、毎年見直しを
行っています。
　新しい高齢受給者証を今月下旬に送付し
ますので、８月１日以降は保険証とともに
新しい高齢受給者証を医療機関に提示して
ください。

［訂正］
本紙７月１日号６面掲載「国民年金保険料免除制度のご活用
を」の問い合わせ電話番号に誤りがありました。正しくは、
厚木年金事務所国民年金課 ☎（223）9082です。お詫びし
て訂正します。


